
一般事業主行動計画 

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによ

って、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定

する。 

 

１ 計画期間  平成 27年 4月 1日から平成 37年 3月 31日までの 10年間 

２ 内容 

目標１ 育児・介護に関する制度の周知を行い、認知度を高める。 

＜対策＞ 

１：平成 27年 4月～  衛生委員会の場で周知について協議を行う。 

２：平成 27年 7月～  育児・介護に関する制度の周知を行う。 

３：平成 32年 4月～  育児・介護に関する制度についての周知文の見直しを行う。 

４：平成 32年 7月～  育児・介護に関する制度の周知を行う。 

目標２ 産前産後休業・育児休業・介護休業中の社会保険・給付金について周知を

行う 

＜対策＞ 

１：平成 27年 8月～  産前産後休業・育児休業・介護休業中の社会保険・給付金につい

て調査を行う。 

２：平成 27年 11月～ 産前産後休業・育児休業・介護休業中の社会保険・給付金について

わかりやすい資料を作成する。 

３：平成 28年 2月～  産前産後休業・育児休業・介護休業中の社会保険・給付金につい

ての資料を社内システムに掲示し周知を行う。 

４：平成 32年 11月～ 産前産後休業・育児休業・介護休業中の社会保険・給付金について

の資料を見直し修正を行う。 

５：平成 33年 2月～  産前産後休業・育児休業・介護休業中の社会保険・給付金について

の資料を社内システムに掲示し周知を行う。 

目標３ 育児休業・介護休業期間中の情報提供の仕組みの導入 

＜対策＞ 

１：平成 28年 4月～  衛生委員会の場で育児・介護休業期間中の社員へ提供できる情報の

選定について話し合う。 

２：平成 28年 7月～  衛生委員会の場で育児・介護休業期間中の社員へ情報提供するため

の仕組みについて話し合う。 

３：平成 28年 10月～  育児休業・介護休業期間中の情報提供開始 

４：平成 33年 7月～   育児休業・介護休業期間中の情報提供の仕組みの見直しを行う。 

５：平成 33年 10月～  育児休業・介護休業期間中の情報提供の仕組みを修正。 




